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村内で撮影した過去の写真と、同じように撮影した今の写真の、２枚で１組の作品を募集した「タイムスリップ
フォトコンテスト ～70年分のただいま～」。たくさんのご応募ありがとうございました。

応募いただいた作品をＷＥＢや会場で展示しますので、ぜひご覧の上、「感動賞」「ユーモア賞」「プロデュース賞」
の３点を選んで投票してください。

村内で撮影した過去の写真と、同じように撮影した今の写真の、２枚で１組の作品を募集した「タイムスリップ
フォトコンテスト ～70年分のただいま～」。たくさんのご応募ありがとうございました。

応募いただいた作品をＷＥＢや会場で展示しますので、ぜひご覧の上、「感動賞」「ユーモア賞」「プロデュース賞」
の３点を選んで投票してください。
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▲村公式HP

WEBでの展示･投票は…
期間▼２月14日（土）～21日（土）
場所▼村公式ホームページ

会場での展示･投票は…
期間▼２月14日（土）～22日（日）午後１時
場所▼村立図書館
その他▼会場で投票した方には限定グッズを差し上げます。

村立図書館で表彰式を行います 日時▼２月22日（日）午後３時から日時▼２月22日（日）午後３時から
投票・事務局審査の結果と協賛企業による選定を元に受賞者を決定し、表彰式を行

います。皆さんぜひお越しください。
投票・事務局審査の結果と協賛企業による選定を元に受賞者を決定し、表彰式を行

います。皆さんぜひお越しください。

４月１日（水）から、保護者の就労の有無に関わらず、毎月一定時間までの利用可能枠の中で保
育所等を利用することができる「こども誰でも通園制度」が全国で始まります。在住市町村を問わ
ず、村内外の実施施設を利用できますので、ぜひご利用ください。

【問い合わせ】子育て支援課認定･給付担当（☎282-1711 内線1185）

「こども誰でも通園制度」を
利用しませんか

令和８年度からスタート！

▲のびのび▲のびのび
　子育て帳　子育て帳

保育所等に在籍していない６か月から満３歳未満までの子ども
※対象年齢は、実施施設によって異なります。

対象

実施施設 対象年齢 利用方法 利用料金
百塚保育所

６か月～満３歳未満
月１回３時間の定期利用

※開所時間は施設によって
異なります。

１回（３時間）あたり900円
※生活保護世帯のほか世帯

状況により、減免となり
ます。

とうかい村松宿こども園

東海村緊急保育所
離乳食を完了した

満１歳～満３歳未満
村松幼稚園 満２歳～満３歳未満

村内実施施設

４月から村内施設の利用を希望する方は、期間内に手続きをしてください。
申請期限▼２月20日（金）まで
認定時期▼３月10日（火）（予定）
初回面談の予約▼３月10日（火）～18日（水）※日程調整のため、施設から電話連絡をすることがあります。
初回面談日▼３月16日（月）～25日（水）
その他▼申請期限を過ぎてから申請をする方や村外在住の方は、４月１日（水）以降に順次認定･面談を行います。

４月から利用を希望する方へ

利用手続き

認定申請

こ ど も 誰
で も 通 園 制
度 総 合 支 援
システムで認定申請を
します。認定証とアカ
ウントが発行されます
ので、お子さんの情報
を登録してください。

1

施設を探す

利用したい施設を検
索します。利用条件を
よく確認し、面談の予
約をしてください。

2
初回面談

利用を希望する施設
と初回面談を行い、お
子さんの特徴を把握し
た上で、定期利用日を
決定します。

3

利用

面 談 で 決 定 し た 定
期利用日にお子さん
を通園させてくださ
い。利用後に料金を支
払います。
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